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＜認証評価結果の抜粋＞ 

 

Ⅰ 認証評価結果 

 

評価の結果、貴大学大学院経営学研究科グローバリゼーション専攻(経営系専門職大学

院)は、専任教員としての能力(評価の視点3-4)、教員の教育研究条件(評価の視点3-17およ

び3-18)、自己点検・評価(評価の視点8-1)、改善・向上のための仕組みの整備(評価の視点

8-3)に重大な問題が存するものと判断し、本協会の経営系専門職大学院基準に適合してい

ないと判定する。 

 

 

Ⅱ 総 評 

貴大学大学院経営学研究科グローバリゼーション専攻(以下「貴専攻」という。)は、「知

的創造を礎に、国際的視野と開拓者精神を持ち、先駆的指導者たらん人格を涵養し、世界

社会に貢献する」という教育上の理念(建学の精神)に基づき、「海外(英語環境)で、とにか

く、仕事をやり抜き、結果の出せるグローバルリーダー」を養成することを目的としてい

る。このような方向性は、英語を駆使して海外で活躍できるグローバル人材の開発が喫緊

の課題である日本企業の現況に合致するとともに、そのニーズが今後さらに高まることに

鑑みれば妥当なものと判断することができる。また、通学時間を十分に取れない社会人に

対してAirCampus®を用いたユニークな通信制教育を提供することの意義も評価できる。 

しかし、貴専攻の教員組織および自己点検・評価については、重大な問題があると指摘

せざるをえない。 

まず、これらの問題を指摘する前提として、本評価の評価基準である本協会の経営系専

門職大学院基準について、あらかじめ説明する。すなわち、本基準では、前文において「経

営系専門職大学院基準は、専門職大学院設置基準等が求めている専門職大学院としての必

須条件にとどまらず、経営系専門職大学院の多様性、独自性を尊重し、経営系専門職大学

院のより一層の充実・発展に資するための基準として策定したものである。」と定めてお

り、本協会の経営系専門職大学院認証評価では専門職大学院設置基準、その他の法令の遵

守状況のみをもって基準に適合しているか否かを判定するものではないことを表明する。 

上記の前提のもと、以下においては、貴専攻に存する重大な問題、すなわち、教員組織

の編制および教員の研究を支援・促進するための仕組みの整備に関する点、また、これと

関連する点検・評価に関する点について指摘する。第1に、貴専攻の教員組織における抜本

的な問題として、次の2点を指摘する。1点目は、貴専攻では実質的な専任教員が置かれてい

ないことである。貴専攻では、「専任教員」について「他の教育機関で専任教員でないも

のを言う。」と定義しており、これは大学設置基準第12条「教員は、一の大学に限り、専任
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教員となるものとする。」に則った定義となっている。しかし、今回の経営系専門職大学

院認証評価における書面評価および実地調査を通じ、貴専攻における「専任教員」につい

ては、以下の3点を確認している。 

1)多くの専任教員の担当単位数は年間1単位であり、6単位以上の担当単位数を求める「み

なし専任教員」の最低要件さえも満たしていない。 

2)大学と専任教員の間に雇用関係はなく、委託契約によるものである。 

3)専任教員の多くは大学運営面での責任が教授会参加を除いては、極めて限定的であ

る。これらの現状の背景として、貴専攻の「専任教員」はすべて実務家教員であり、ごく

少数を除いては、現在も企業経営等に携わっていることが存在する。そのため、これらの教

員が企業経営等に携わることが可能となるように、貴専攻では1単位の科目では2カ月程度

の開講期間としており、このことから、貴専攻の専任教員は、運営面での責任が極めて限

定的となっていると判断する。また、このような状況にあることから、貴専攻に対して、

専任教員の実質的な教育へのコミットメントに関する組織的な管理およびその立証を求め

たが、適切な回答および明確な根拠資料の提出はなかった。したがって、専任教員の教育

へのコミットメントについては、組織的な管理がなされていると判断することはできない 。 

本協会は、時間や場所を問わずに学修できる通信制教育の利便性・優位性を認めるとと

もに、通信制教育に必要な組織・体制等が必ずしも通学制教育と同様でなければならない

との認識に立っているわけではない。しかし、通信制教育においては、通信制教育の利便

性・優位性があるからこそ、専任教員の教育へのコミットメントについて、適切に管理

し、それが可能な体制を築くことが必要であると認識するところである。 

こうした現状に鑑みると、今回の評価においては、貴専攻のいう「専任教員」は、貴専

攻の運営に参加し、年間を通じて教育に従事する実質的な専任教員であるとは判断できな

い。 

2点目は、貴専攻における理論教育を支えるための研究を支援・促進する仕組みが整備

されていないことである。貴専攻では、すべての専任教員が実務家教員であることに加

え、経営実務に携わること自体を「研究」と称しているが、理論と実務の架橋を図る専門

職大学院の教育にとって、理論教育を支えるための研究を行うことは必要である。 

なお、ここでいう研究とは、必ずしも旧来の大学院におけるものに限らないことを付言

する。しかし、本委員会が求める研究と貴専攻のいう「研究」の概念が異なることに加

え、貴専攻では、「専任教員の研究活動は自発的な提案によって行われる」として、専任

教員に対する個人研究費についても、「必要な経費を社内電子稟議にて申請し、申請内容

に応じて支給する」としており、個人研究費を適切に配分する等の組織的な研究を支援・

促進する仕組みが整備されていないと判断する。 

第2に、点検・評価に関する重大な問題として、貴大学では実質的な自己点検・評価に

取り組まれておらず、自己点検・評価および第三者評価等の結果を改善・向上に結びつけ

る仕組みが機能していないことを指摘する。 
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上述した教員組織に関する点については、貴専攻と同じ貴大学大学院経営学研究科に設

置されている経営管理専攻が2009(平成21)年度に本協会の経営系専門職大学院認証評価を

受けた際の認証評価結果においても、同様の指摘を行っており、同評価結果の「I認証評価

結果」では、「新しいメディアを使った通信制教育機関として教育研究水準のさらなる向

上を実現するよう、本協会における指摘事項を踏まえた所要の改善措置を講ずることに配

慮されたい。」と付記し、それらの改善を求めている。しかし、今回の評価においては、改

善措置を講じた形跡を認めることはできず、当時となんら変更はなされていないことか

ら、実質的な自己点検・評価が不十分であるといわざるをえない。 

また、その証左として、貴大学における自己点検・評価活動のための組織として「ビジ

ネス・ブレークスルー大学自己点検・評価規則」に基づき、全学的な「大学自己点検・評

価委員会」が設置されているものの、2009(平成21)年度に経営系専門職大学院認証評価を

受けた際の指摘事項に対して改善のための措置はなにもなされておらず、同委員会が実質

的に機能し、改善・改革がなされているとはいえないことが挙げられる。さらに、同規則

では、「大学自己点検・評価委員会」は、学部・学科の教員をもって構成すると定めてお

り、貴専攻の教員は構成員となっていない。これらのことから、貴専攻においては、組織

的かつ継続的な自己点検・評価の取組みが実施されておらず、自己点検・評価および第三

者評価等の結果を教育研究活動の改善・向上に有効に結びつける仕組みが整備されていな

いと判断する。 

貴専攻に存するこれら重大な問題は、教育内容・方法・成果等に大きく影響を及ぼしてい

るといえる。その具体的な内容は以下の2点であり、教育内容・方法・成果等における課題

を解決するためにも、貴専攻の教員組織を抜本的に見直し、適切な点検・評価に基づく改

善を図ることが必要であることを指摘する。 

1点目は、貴専攻の教育は全般的に実務に偏重した内容となっており、理論と実務の架

橋を図るという観点に鑑みて、十分な理論教育が行われていないことである。貴専攻で

は、教育課程の編成について「常に最先端のマネジメントに関する課題並びにその解決方

法を提供していくことを教育内容の特徴とする」としており、また、教育全般について

「実務家を採用することで学生に実践的で現状に即したノウハウを提供する」としてい

る。しかし、経営系専門職大学院の教育においては、理論と実務の架橋を図ることが求め

られており、理論教育に裏付けられた教育課程を体系的に編成することが求められる。 

2点目は、貴専攻における履修指導および学習相談が十分になされていないことであ

る。貴専攻では、履修指導について、「問い合わせがあった学生に対し、学生個々の仕事

や生活状況、学修ペースなどを考慮したアドバイスを、メール、電話、面談などにて行

う。」としており、学生の自主性に委ねているため、必ずしも適切かつ十分な指導体制を

整備しているとは判断できない。また、オリエンテーション等の内容はAirCampus®の使用方

法に関する説明にとどまっており、教員による学習相談の体制が整備されているとは判断

できない。なお、これらの点について改善を図るためには、前述した貴専攻における実質
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的な「専任教員」の配置および理論教育を支えるための「研究」を支援・促進するための

仕組みの整備が必要不可欠であり、抜本的な改善を図ることが求められる。 

以上の諸点に鑑みて、現状において、貴専攻は「教育上の理念(建学の精神)」に基づく目

的を実現する体制にあるとは判断できない。貴専攻が「教育上の理念(建学の精神)」に基

づく目的を達成するためにも、実質的な専任教員による適切な教員組織を整備し、理論教

育を支えるための研究を支援・促進する体制を整備することが必要である。 

冒頭に述べたように、働きながら学ぶ社会人学生にとって通信制教育へのニーズはさら

に高まると考えられ、貴専攻の果たす役割への期待は大きいといえる。しかしながら、情

報通信技術を用いた通信制教育のパイオニアであるからこそ、貴専攻が経営系専門職大学

院として教育の質を担保していること、そのために、教員組織の編制を抜本的に見直し、

研究を支援・促進する仕組みを設け、実質的な自己点検・評価の実施および結果を踏まえ

た改善・向上への取組みにより、貴専攻における教育が有効に機能していることを立証し

なければならない点に特に留意されたい。貴専攻の場合、AirCampus®というユニークな遠隔

通信システムのみに依存することなく、実質的な点検・評価および改善活動を踏まえ、教

員組織を適切に整備するとともに教育の質を保証し、理論と実務の架橋を図った適切な経

営系専門職大学院教育を実施することが期待される。 
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＜認証評価時の状況及び改善状況＞ 

【3 教員組織】 

評価の視点 内容 

3-4 

教員は、以下のいず

れかに該当し、かつ、

その担当する専門分

野に関し高度の指導

能力を備えている

か。 

1.専攻分野につい

て、教育上または研

究上の業績を有する

者 

2.専攻分野につい

て、高度の技術・知

能を有する者 

3.専攻分野につい

て、特に優れた知識

および経験を有する

者（「専門職」第 5条） 

 

3-17 

専任教員の授業担当

時間は、教育の準備

および研究に配慮し

たものとなっている

か。 

 

3-18 

専任教員に対する個

人研究費が適切に配

分されているか。 

 

 

認証評価

時の状況 

本専攻の全ての教員は教育的・アカデミックな知見だけでなく、

実践的な見地から専門領域とその領域での実績によって選ばれ

ている。（例えば、専門領域で就業しているか、もしくは教育を

行っていること） 

具体的には 1年次必修科目である「ビジネス・エシックス」を担当

する関口康教授は経営ビジョンが経営に及ぼす影響を自ら実体験で

経験し、著書『ヤンセンファーマ驚異のビジョン経営』にて綴って

いる。理論的背景についての研究にも余念がなく、日本経営倫理学

会に所属する他大学教授と交流をし自らの授業に取り入れている。 

 

専任教員の教育研究条件については、専任教員の授業の担当は、

年１回開講の科目となっている為、教員は教育研究や講義映像の

更新収録等に１年間の計画で準備できるスケジュールとなって

いる。教員は開講時期に応じて準備を行い、講義関係（講義用映

像の作成、教材の作成、スクーリング、インターネット上ならび

にスクーリング時の学生指導）、試験関係（問題作成、採点、評

価）等の教育研究活動にかかわる役割及び責任が十分に果たされ

るようになっている。 

 

専任教員に対する研究費は、研究図書の購入や試験問題作成の為

のケーススタディやインタビュー費用などの個人研究費は、必要

な費用を社内電子稟議にて申請し、申請内容に応じて支給する仕

組みがあるが、現状、教員からの要望は無い。 

提出資料  基礎データ(表 4)「専任教員の教育・研究業績」 

 「講師紹介」 

【1年次】 

ビジネス・ブレークスルー大学大学院 ホームページ＞専攻・

カリキュラム案内 > 講師紹介 > 1年次 両専攻共通 講師陣 

http://www.ohmae.ac.jp/curriculum/lecturer/ 

first_year_subject_lecturer 

【2年次】 

ビジネス・ブレークスルー大学大学院 ホームページ＞専攻・

http://www.ohmae.ac.jp/curriculum/lecturer/
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カリキュラム案内 >講師紹介 > 2 年次 グローバリゼーション

専攻 講師陣 

http://www.ohmae.ac.jp/curriculum/lecturer/ 

second_year_mba_in_glovalization_subject_lecturer 

 2011年度（前期）２年次開講日＆試験日一覧(資料 2-4)  

 

認証評価

結果 

【専任教員としての能力】 

 上述のように、貴専攻の専任教員については、必要専任教員数

を上回っており、数値的には法令等に違反しているとはいえな

い。しかし、専任教員 16名の多くが、ごく少数を除いては、現在

も企業経営等に携わっており、実地調査を通じて、専任教員の実

質的な教育へのコミットメントに関する組織的な管理およびそ

の立証を求めたが、適切な回答および明確な根拠資料の提出は

なかった。したがって、専任教員の教育へのコミットメントに

ついては、組織的な管理がなされていると判断することができ

ない。また、書面評価および実地調査を通じ、貴専攻の専任教員

に関して、以下の 3点を確認している。 

1)多くの専任教員の担当単位数は年間 1単位であり、6単位以上

の担当単位数を求める「みなし専任教員」の最低要件さえも満た

していない。 

2)大学と専任教員の間に雇用関係はなく、委託契約によるもの

である。  

3)専任教員の多くは大学運営面での責任が教授会参加を除いて

は、極めて限定的である。 

 これらの現状に鑑みて、今回の評価においては、貴専攻のい

う「専任教員」は、貴専攻の運営に参加し、年間を通じて教育

に従事する実質的な専任教員であるとは判断できない。なお、上

記の 3点については、貴専攻と同じ経営学研究科に設置されて

いる経営管理専攻が 2009(平成 21)年度に本協会の経営系専門職

大学院認証評価を受けた際の評価結果においても同様の指摘を

行っているが、今回の評価においても、なんら状況に変更はなか

った。 

 貴専攻における専任教員は、すべて実務家教員であり、専門

職大学院設置基準に求められる実務家教員の要件は満たしてい

る。しかし、貴専攻における教員組織がすべて実務家教員で構

成されていることから、貴専攻の教育全般についても実務教育

http://www.ohmae.ac.jp/curriculum/lecturer/
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への偏重がみられる。前述の「2 教育内容・方法・成果等」にお

いて述べたように、理論と実務の架橋を図ることが求められて

おり、理論教育に裏付けられた実務教育を実施するためにも、

教員組織の抜本的見直しが求められる。また、実務経験が豊富

である者が必ずしも教育者として優れているということではな

いため、教育的な側面から教員を評価することも必要である。 

 以上の点を踏まえ、貴専攻における教育の質を保証するため

にも、自らのクオリティコントロールの仕組みを適切に整備

し、実質的な専任教員を配置し、理論と実務の架橋を図ること

が可能な教員組織を整備されたい。 

 

【教員の教育研究条件】  

 貴専攻の専任教員の授業担当時間については、1人あたりの年

間平均担当単位数が 1単位となっており、授業担当時間数に鑑

みると十分な研究時間が与えられているようにみえる。しか

し、前述したように、貴専攻の専任教員はすべて実務家教員で

あり、ごく少数を除いては、企業経営等の実務に携わりながら

授業を行っている者である。これらの教員が実務の妨げになる

ことなく、貴専攻における授業を担当できるようにするため、

貴専攻では 1単位の科目では 2カ月程度の開講期間としている。

現状における授業担当時間に鑑みると、貴専攻の専任教員は、6

単位以上の担当単位数を求める「みなし専任教員」の最低要件

さえも満たしていないといえる。この観点からも、実質的な専

任教員を配置することが求められる。また、貴専攻における専

任教員の教育へのコミットメントについて、組織的に管理する

とともに、学生に対する指導等の教育活動のために必要な時間

等について基準を設け、教育活動の質を担保することが求めら

れる。 

 さらに、貴専攻では、研究活動に関して、経営実務に携わる

ことを「研究」と称しているが、理論教育を支えるための研究

が必要であり、そうした研究を支援・促進するための体制を整

備することが重要である。 

 具体的には、貴専攻では、「専任教員の研究活動は自発的な

提案によって行われる」との考えに基づき、教員の個人研究費に

ついても「必要な費用を社内電子稟議にて申請し、申請内容に

応じて支給する仕組み」を設けている。しかし、理論教育を支
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えるための研究を支援・促進するための仕組みとしては適切で

はなく、個人研究費を適切に配分する等の組織的な研究を支

援・促進する仕組みが整備されていないと判断する。さらに、研

究専念期間制度(サバティカル・リーブ)などの機会を望む場合

には、授業に支障がない限り教授会で承認を得た後に認められ

るが、これについても実績がないとのことである。現状として

は、上述したように専任教員の年間平均担当単位数は 1単位であ

り、サバティカル・リーブ等を設ける必要はない状況であると

想定されるが、理論教育を支えるための研究を支援・促進する

ための制度として検討することは必要である。 

総合的に、貴専攻においては、研究の定義について、理論教育

を支えるための研究の観点から見直し、実質的な専任教員の配

置とあわせて、研究を支援・促進するための仕組みを整備する

ことが求められる。 

＜勧告＞ 

1)教育上の理念に基づく貴専攻の目的を遂行するため、専任教

員について、実務家としての実績のみならず、教育者としての

能力について適切な専任教員としての教育能力の有無の判断基

準を設けることが必要である。同時に、その判断基準に基づき

適切に選考および判断基準等の改善が適宜なされていることを

立証し、実質的な専任教員としての能力を担保することが求め

られる。 

2)貴専攻の専任教員について、学生に対する指導等の教育活動

のために必要な時間等について基準を設け、教育へのコミット

メントについて組織的な管理を行い、教育活動の質を担保する

ことが求められる。 

3)貴専攻の専任教員について、貴専攻のいう「研究」のみならず、

理論的な素養および最先端の研究を行う能力を担保するととも

に、個人研究費の配分についても制度を見直し、理論教育を支

える研究を支援・促進する仕組みを整備することが求められる。 

改善状況 本専攻への勧告事項に関する個別の改善状況を述べる前に、ま

ず背景として、昨年来実施してきた本学の自己点検・評価の改善

活動の全体像を述べる。 

 

＜基本的な認識＞ 
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これまで、自己点検・評価活動について全学的な大学自己点

検・評価委員会を中心に取り組み、教育の質の保証と改善に勤し

んできた。しかしながら、平成 24 年度認証評価において本専攻

が不適合評価となったことは、本専攻に限らず、大学全体にとっ

て大きな問題提起となり、根本的に自己点検・評価活動の仕組み

を見直す契機となった。 

 そこで、これまでに受けた指摘事項を全て列挙し、確認を行っ

た。協議を重ねた結果、本学の自己点検・評価体制及びプロセス

は外部評価者にとって不明瞭であり、指摘事項について正面から

取り組んでいたとは必ずしも言えないという見解に至った。その

原因は、組織の在り方、教職員の経験不足、外部・経営環境にあ

ったのではないかという仮説を持っている。 

本学は経営の専門職大学院および大学として日本で初めての

オンライン教育機関であった為に、参考となる先行事例が極端に

少ない中、建学の精神に基づき、如何に質の高い教育を学生へ教

授するかという「学生への教育視点」を第一に大学を設計してき

た。従って、カリキュラム、ファカルティ、スタッフ、キャンパ

ス、学生支援等の仕組み構築と運営について、学生への教育視点

を第一に手探りで試行錯誤しなければならない環境にあったと

振り返る。 

また、教職員の大学運営に対する知見も少なかったため、組織

的に承認されたスケジュール、目的、ジョブ・ディスクリプショ

ンが存在しなかった。活動の質・量・進捗についても、業務の繁

忙期等によって大きなばらつきがあった。学生の満足を追求する

ために、全体最適や統一性が十分ではないままに、各部門が短期

間で PDCA サイクルを行おうとしていた。こうした複数の要素が

作用し、自己点検・評価を担当する主管部門、責任者がはっきり

せず、実行責任、結果責任の所在が曖昧であったと振り返る。 

このような背景認識のもと、今回の自己点検・評価活動及び第

三者評価については、大学全体の重要課題として、根本的な改善

活動をすべく取り組みを開始し、推し進めている。 

 

＜組織体制の見直し＞ 

 

まず着手したのは、本学の組織体制の見直しである。 

本学の運営組織として、学長以下に設置した、学部教授会と研
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究科教授会、大学協議会の意思決定機関の機能を点検した。さら

にその下位機能として、各委員会（入学試験委員会、カリキュラ

ム委員会、学生支援委員会、FD 委員会、SD 委員会）を設置し、

各委員会の配下に学部・研究科の分科会を置く体制へ変更した。 

本学の規模を鑑み、学部・研究科間の情報共有と機動的な意思決

定及び実行管理を実現する為に、このような体制とした。また、

各委員会に分科会（ワーキンググループ）を配置することにより、

より現場に近いレベルでの機動的改善ができる様に準備を進め

ている。（下図参照） 

 

学長
自己点検評価

委員会

大学協議会
：各種委員会
の審議統括

学部教授会 研究科教授会

入試
委員会

：入試企画・実施

カリキュラム
委員会

：教育課程編成

学生支援
委員会

：学生生活支援

ＦＤ
委員会

：授業改善

ＳＤ
委員会

：大学職員の職能開発

ハラスメント防止委員会

※各委員会の下に研究科分科会、学部分科会を置く。  

（ビジネス・ブレークスルー大学・会議体組織図） 

 

機動的、継続的かつ組織的な改善を確実にするためのチェック

機能、促進機能として、大学業務部を新設した。同部のメンバー

は、改善の進行過程を管理する専任スタッフと、学部・研究科の

教員を含む学務との兼任スタッフによって構成される。彼らは、

後述する自己点検・評価委員会を含め、各委員会のワーキンググ

ループと協業し、個々の改善活動と大学全体の改善目的の一体性

を検証する。同時に、改善活動を学部・研究科の実務レベルへ落

とし込むことが主たる任務である。 

 

＜教育の質保証の仕組み＞ 

 

組織体制の見直しと同時に、組織的な質保証の仕組み化に着手

した。 

まず、業務機能のアウトプットの質を検証する仕組みから始め

た。その為に、組織の各レベル（授業、カリキュラム、プログラ
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ム、研究科・専攻等）の主要業務に対して、業務目的とそれを測

る為の KPIを設定した。これら KPI動向を定点観測し、組織の各

レベルの業務品質の検証にフィードバックすると同時に、特定の

KPIの改善が、より上位概念となる KPI の改善に結びつく構成を

目指している。即ち、各部から大局へと流れる改善の仕組み化で

ある。（次ページ図を参照） 

かかる KPIを高精度に効率的に取得、分析する為に、２種類の

BI(Business Intelligence)ツールの導入を決断した。 

具体的には、講義の視聴や成績管理等の分野へは、Power Pivot

を適用した。また、学生の属性情報（入学年次、性別、年齢、学

歴、職歴等）、学習状況（受講の進捗、ディスカッションへの発

言回数、理解度テストの点数など）、履修科目等の多次元情報の

解析には、Qlik Viewを導入した。更に、BIツールが常に鮮度の

高い、網羅的で正確な生データを収集出来る様、BIツール専用の

DB サーバを導入し、正確なデータ提供を保証するインフラを整備

した。 

近い将来には、これらのデータと BI ツールの活用ノウハウを

組織的に蓄積し、オンライン大学としての総合的な Enrollment 

Managementを整備したいと考えている。 

 現在、上述した「主要業務に対する目的の設定、それを図る為

の KPIの定義、KPIを定点観測する為の BIツールの活用」に着手

したところである。この取り組みが「継続的な教育の質の改善」

に直結する為には、今後も、設定した業務目的の適正、それを測

る指標としての KPIの適正、KPIを計算する為の生データの精度

や適正を精査しつづける予定である。 

また、かかる KPIの改善状況について、教授会、大学協議会、

各種委員会で共有し、組織としての意識改革を促し、また、全て

の KPIについて、その改善の責任所在が明確に組織図上に定義さ

れるべく、自己点検・評価委員会が主導する予定である。 
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（ビジネス・ブレークスルー大学 質の保証サイクル体系図） 

 

＜自己点検活動＞ 

 

このような会議体、及び、質保証サイクルの仕組みを監視する

のが自己点検・評価委員会である。 

改善活動を機動的に実施するために、同委員会の下位にワーキ

ンググループ（WG）を組織し、他の委員会活動を補佐する体制を

整えた。そして過去の認証評価時に受けた個別の指摘事項につい

ては、自己点検・評価委員会によって内容を精査し、大学協議会

での議論を経て、各委員会に対して改善指針が通達される。通達

を受けた委員会は、改善計画を策定し、実行に移している。本専
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攻における指摘事項にとどまらず、経営管理専攻及び大学機関と

しての指摘事項を全てリストアップし、指摘事項への対応を図っ

ている。 

自己点検・評価活動のサイクルにおいては、2012年度までは定

期的に実施されておらず、日々の活動の中で問題が生じた際に各

部門で個別の改善活動を実施してきた。2013 年度からは、自己点

検・評価委員会を 2か月に一度定期開催し、特に緊急性が高い事

項については週次で自己点検・評価委員会 WG を開催してきた。

2014 年度以降も継続的かつ組織的な点検・評価活動を行うべく、

自己点検・評価委員会の 2か月ごとの定期開催を実施するととも

に、必要に応じて WG活動を週単位で実施してゆく。 

 

＜ビジョン、固有の目的と３ポリシー＞ 

 

今回の改善活動をより根本的なものとする為に、今回、改めて

本学の建学の精神および教育上の目的を再検証した。そして、本

学が輩出を目指す「人物像」に求めるクオリティを「7 つのプロ

ファイル」として整理した。このプロファイルに基づき、輩出す

る修了生に求める人物像（ディプロマ・ポリシー）及び入学時に

求める資質（アドミッション・ポリシー）、そして入学した学生

をいかに求める人材像に近づけるかを述べた方針（カリキュラ

ム・ポリシー）を再整理した。 

このように、「目指す人材像」を具体化することで、「本学が提

供すべき教育」が明確化される。かかる教育に近づけるために、

上記の通り、「教育の質保証サイクル再構築プロジェクト」が自

己点検・評価委員会のもと発足し、進められている。 

「教育の質の改善」プロセスにおいては、本専攻が提携するオ

ーストラリアのボンド大学大学院ビジネススクールの質保証プ

ロセスを参考にするなど、内外の事例を踏まえた国際的視野を取

り入れるよう配慮している。 

以上の通り、本専攻の自己点検・評価体制、及び質保証サイク

ルの仕組み化については、日々前進している。今後も継続的に検

証を行い、改善を進める所存である。 

以下に、本学の自己点検・評価活動の結果あがった課題数と、

2014年 3月 31日時点での進捗状況を掲載する。 
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（表 1） 

ステータス 件数 ％
完了 91 72%

進行中（実行中） 12 9%
今後対応予定 13 10%
継続検討中 11 9%

全体 127 100%  
 

 上記を踏まえ、これより本専攻に存する重大な問題として指摘

された、教員組織の編成および教員の研究・評価に関する点につ

いて改善内容を述べ、最後に本大学院が目指す教育・研究組織の

機能と研究活動の概略を述べる。 

 

【教員組織の編成】 

１．専任教員の教育能力について 

 

＜任用及び昇任＞ 

 

 これまで、教員の任用及び昇任の選考は、ビジネス・ブレーク

スルー大学大学院教員選考規程に則り、別に定める「教員選考基

準」に規定する資格を有する者のうちから、研究科教授会の決議

に基き行うものとしてきた。 

 「教員選考基準」では、職位ごとの資格を記載していたが、昇

任の基準を明らかにしていなかった。 

 この点を改めるため、2013 年 12月に開催した大学協議会にお

いて、ビジネス・ブレークスルー大学教員選考規程を改訂した。 

 新たな選考規程では、別紙に選考基準を設けている。この選考

基準では、職位の基準、教員昇任基準が定められており、さらに、

本専攻の専任教員が主に実務家教員で構成されることを鑑み、実

務家の経験を有する者の教育上の能力および専攻分野における

知識、経験を審査するための観点が例示されている。 

 本学の置かれている社会環境などの外的環境や、本学の教育機

関としての成熟度などの内的環境が継続的に移り変わることを

鑑みると、任用・昇任基準が本学の目的を達成するために適切な

内容となっているかは、継続的に確認を行うことが必要と考えて

いる。この確認及び必要に応じた基準の変更は、全学の教育及び

研究に関する基本事項を審議し、規則の改廃を担当する大学協議
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会が行ってゆく。 

 

＜評価＞ 

 

 これまで、専任教員の教育能力の評価については、2 つの取組

みを実施してきた。ひとつは、映像講義を収録する際、教員の指

導能力を編成制作部門、教務課で確認することである。もう 1つ

は、科目終了時のアンケートにおいて、学生からの評価を確認す

ることである。 

 しかしながら、2013年度の自己点検・評価の過程において、指

導能力の評価プロセスに、より透明性、公正性を持つ必要がある

事が確認された。 

 この点を改め、より網羅的な評価の仕組みを構築する為に、次

の３つの観点からの評価軸を導入する事とした。 

① 本学の教職員からの評価（インターナル評価） 

② 学生からの評価（顧客評価） 

③ 第三者からの評価（識者評価） 

 

本学の教職員からの評価（インターナル評価） 

 

 まず、専任教員の教材・授業カリキュラムの作成（＝講義映像

および講義で使用するパワーポイント資料など）においては、各

分野の専門家である本学の映像制作部門や教務課スタッフが実

際の現場での実施内容、アウトプットを確認、評価し、適正や課

題を検証する事とした。 

 かかる検証、評価活動の実施により、大学機関の内部からのチ

ェック機能が組織的に作動する仕組みを目指す事とした。 

これらの活動から得た知見は、カリキュラム検討委員会で組織

的に集約され、内容の公平性、適正を確認する。さらに、自己点

検・評価委員会が、改善課題に対する進捗を管理する事とした。 

 

学生からの評価（顧客評価） 

 

 次に、ビジネスにおける「顧客」と同義語である「学生」から

の評価の強化、充実を図った。 

 2013年 12月に開催したファカルティ・ディベロップメント委
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員会（FD委員会）において、新たに授業評価アンケート取扱内規

を定め、2014 年 1月から手順に則った改善活動を開始した。 

 具体的には、授業評価アンケートの実施後に、①FD委員会がア

ンケート結果を集計、②FD委員会より担当教員へフィードバッ

ク、③担当教員がアンケート内容を踏まえて必要に応じて授業改

善策を提案、④カリキュラム検討委員会で授業改善案を審議し、

必要に応じて改善施策を実施、というフローで、学生からの科目

に対するフィードバックを組織的に授業改善に結びつけること

を目指している。 

 現在、学生の授業評価については、全科目において科目終了時

にアンケートを実施し、その結果をまとめて授業評価アンケート

結果報告書として機関サイトにて情報公開している。 

 

第三者からの評価（識者評価）  

 

 教員の評価において、学内教職員や学生は、それぞれ「教育サ

ービスを提供する同僚」、「教育サービスを受益する顧客」という

意味で、利害関係者である。従って、これらからの評価だけで、

継続的に公平公正な評価が実施できるという保証は、「仕組み」

上は完全とは言えない。 

 従って本学は、2013年 12月に開催した大学協議会において、

評価プロセスの改善案として、第三者評価（識者評価）の導入を

決議した。 

 これまでのところ、本学の学事顧問である清成忠男氏を始め、

他大学の研究家教員から意見を求め、本学が目指すべき体制を検

討してきた。2014年 3月の大学協議会では、第三者評価の実施体

制を具体化し進めてゆくことが確認されている。 

 第三者による評価においては、特に次の様な点を重点的に実施

する予定である。 

・ 固有の目的に即しているか？ 

・ 学生の期待に応えているか？ 

・ ビジネス社会の実態と照らして適切か？ 

 

２．専任教員のコミットメントについて 

＜組織的な管理＞ 
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 平成 24年度の認証評価において、専任教員の実質的な教育へ

のコミットメントに関する組織的な管理について指摘を受けた。 

 かかる指摘事項を改善する為に、①組織的な管理の為の仕組み

の決定、②決定された仕組みが正しく運用されているかのチェッ

ク機能の制定を行った。 

 

①組織的な管理の為の仕組みの決定 

 

 第 1に、専任教員の授業時間について、これまで明文化された

資料が存在していなかった。 

 この点を改めるため、2013 年 12月に開催したカリキュラム検

討委員会において、ビジネス・ブレークスルー大学授業科目担当

ガイドラインを定めた。 

 ガイドラインでは、専任教員の担当する授業科目数は、年度あ

たり 1～2科目および卒業実習指導であり、年間の授業担当時間

は概ね 130時間程度とした。 

 かかるガイドラインの設定を受け、担当科目の見直しを行っ

た。現在は表 2の通り、本専攻の専任教員全員が 5～6単位を持

ち、年間を通じて学生の指導にあたる体制へと移行している。 

（表２） 
教員名 科目名 単位数

IBM as a Globally Integrated Enterprise 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

The Law for Global Managers 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Marketing Management from a Global Perspective 1

Hidden Champions of the 21st Century 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Management Accounting,  a Key Management Tool 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

KFS of Foreign Managers in Japanese Corporations Overseas 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Communication Skills for the Global Marketplace 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Steps to Leading Globally 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Dynamic Presentation 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Global Negotiation Skills 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Coaching Across Cultures for Managers 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Global Leadership and Communication Role Plays 1

卒業実習Ⅰ 2

卒業実習Ⅱ 2

Ginger Griggs

Stefan Lippert 

Andrew Abbey

Eric M Francis

Ruskle Howser

Tanja Bach

Philippe Rosinski

Patricia Bader-Johnston

Larry Kiyohiro

Tim Coomber

Chong Nee Hwa

 

 

 第 2に、当専攻の専任教員は、これまで学内の運営へは一部の

会議体のみに参加している状況であった。 

 この点を改めるために、2013 年 3月に開催されたグローバリゼ

ーション専攻教授会において、学内の委員会活動への参加の重要
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性を確認すると共に、参加を決定した。 

 現在は表 3の通り、本専攻の専任教員が学内の委員となってい

る。 

（表３） 

委員会 グローバリゼーション専攻教員
大学協議会 Tanja Bach教授
自己点検評価委員会 Eric Francis教授
FD委員会
入試委員会 Larry Kiyohiro教授
学生支援委員会 Andrew Abbey教授
カリキュラム検討委員会 Stefan Lippert教授
SD委員会  

 

 また、教員が学生の学習相談を行う体制についても、2014年 2

月の学生支援委員会で検討し、体制の整備を進めている。2014

年度については、本専攻に関する学習相談は Andrew Abbey 教授

を中心に実施することが 2014年 3月の教授会において決定され

た。 

 

②チェック機能の制定 

 

 また、専任教員の教育へのコミットメント、あるいは、大学運

営への参画を担保する為の組織的な仕組みについて、さらに、そ

れが正しく運営されているかについて、2013 年度第 1回の自己点

検・評価委員会で継続的に確認する事とした。 

 自己点検・評価委員会は、定期的に開催され、新制度の運用の

適正度、改善すべき課題、その為のアクションプラン等を協議し、

該当部門、該当者に対して FD委員会等の会議体を通じてフィー

ドバックする事とした。 

 

＜組織的な研修＞ 

 

 平成 25年度の自己点検・評価において、本学では組織的な FD

活動が必要であることが確認された。 

この点を改めるため、2013年 12月に開催された FD委員会にお

いて、2014 年の研修計画を作成した。 

第 1 回の FD 活動として 2014 年 1 月 23 日に学部・研究科合同
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の「遠隔教育機関であるビジネス・ブレークスルー大学における

授業設計」についての FD研修を行い、25名の専任教員が参加し

た。 

また、第 2 回の FD 活動として、本専攻の専任教授を対象とし

た研修を、2014年 3月 11日に開催した。 

平成 26 年度より、年 3 回程度の集合研修の実施を計画してお

り、「経営系専門職大学院における FD活動」や「実務家教員の行

う研究」に関する理解を深める研修を予定している。 

 

【教員の研究】 

３．研究活動の支援・促進について 

 

＜個人研究費＞ 

教員に対する研究費は、2013 年度までは研究図書の購入、試験

問題作成の為のケーススタディやインタビュー費用などの必要

経費について、都度学内電子稟議にて申請し、内容に応じて支給

する運用を行っていた。 

しかし、平成 24年度認証評価における指摘事項、すなわち、「個

人研究費を適切に配分する等の組織的な研究を支援・促進する仕

組みが整備されていない」という点を真摯に受け止め、個人研究

費使用に関する規程を検討した。 

2014年 3月に開催された大学協議会において、「ビジネス・ブ

レークスルー大学 教員個人研究費規程」が承認された。2014

年度より、本規程に基づき、研究費の支給を行う予定である。 

 

＜研究成果の発表＞ 

 

 これまで、本学教員の研究成果については発表の機会を特段設

けていなかった。 

 しかしながら、実務経験豊富な本学教員による社会経済動静の

分析は、今後のビジネスに対する示唆に富むものと期待され、こ

れらの研究成果の発表は、実務家として培ってきた知見の世界へ

の共有となり、本学の目指す社会への貢献に資するものと考え

る。 

 この為、学内にワーキンググループを立ち上げ、あるべき発表

の形式を検討してきた。 
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 2013年 12月に開催された自己点検・評価委員会では、研究活

動の発表の場として、年刊の紀要 BBTUR（Business Breakthrough 

University Review）を作成し、公開することを決定した。また、

2014年 3月に開催された本専攻教授会において、積極的な紀要へ

の投稿が申し合わされた。 

 これを受け、学内の委員会を紀要委員会とし、「BBTUR 投稿ガイ

ドライン」を作成し、2014 年 3月に創刊準備号を発行した。 

 

【本大学院が目指す教育・研究組織の機能】 

 

本大学院は、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリ

シーが定めるカリキュラムを円滑に実行する為に、ファカルティ

（教育・研究組織）が果たすべき機能について、次の 6つと捉え

ている。 

1. 研究する 

2. 教える（カリキュラムを作る） 

3. 同上（授業を行う） 

4. 同上（学生の理解度に応じて個別指導する） 

5. 同上（採点・評価する） 

6. 大学運営に参加する 

 

そして、ファカルティ（教育・研究組織）の設計は、 

・ 「1 名の教員が上記全ての機能を兼務する」という、個人の

力量に依存した組成ではなく、 

・ 「組織上満たすべき各機能を、それぞれの専門家あるいは専

任者が担当し、複数のスタッフで構成するチームとして、学

生ならびに関係者に対してベストパフォーマンスを提供す

る」 

という考え方に基いている。 

改めて論ずるまでもなく、実社会におけるグローバル・ビジネ

スの経営環境は、日々刻々と進化し、その速度も高まっている。

従って、グローバルに活躍する人材を継続的に育成する為の教育

現場においては、カリキュラムを構成すべき科目、そこで取扱う

べき理論・技術・事例、それを教えるべき教員・スタッフの構成

なども、可能な限り実社会の変化についてゆくことが求められて

おり、今後その度合いはより一層高まる。 
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必然的に、上述 1から 6のファカルティが提供すべき機能に求

められる要件も、日々刻々と変化するであろう。この点に鑑み、

本大学院における教育・研究組織の編成方針は、「ある特定の一

個人が、上記 1 から 6 までの全機能を担う」のではなく、「それ

ぞれの機能について、最適に実施できるスタッフを選抜したチー

ムを充てる」という考え方に立脚している。 

従って、本大学院の教育・研究組織は、教員に加えて、教務課

や教材の制作部の職員・技術者、ティーチング・アシスタント（TA）

等が、チームとして学生の指導、支援に組織的にあたっている。 

以下に、上述した 1～6の機能について、概観する。 

 

＜研究＞ 

１． 研究する 

 

本大学院の実務家教員が有するビジネス上の知見を活用

し、社会および組織運営に対して貢献すべく、教員の研究活

動を支援する体制を以下のように整備した。 

 教員の研究予算を確保する。また、研究成果を公表する

場として、「BBTUR（Business Breakthrough University 

Review）投稿ガイドライン」に基づき、2013 年度より

年刊紀要を作成し公開する 

 図書購入、ケーススタディ開発、調査・インタビュー等

にかかる諸費用として、2014 年度より教員個人研究費

規程に基き、教員に研究費を支給する 

 本学はオンライン教育機関である事に鑑み、キャンパス

に常駐しない教員のために、キャンパス外からアクセス

可能なデジタルコンテンツ・ライブラリー等の情報イン

フラを整備する 

 教員に対して、BBT 総合研究所が依頼のあったリサーチ

結果を提供する等、科目開発を積極的に支援する 

 

＜教育（科目運営）＞ 

 

科目運営における「2．カリキュラムを作る」から「5．採点・

評価する」については、遠隔教育システムを活用しながら、教員、

ティーチング・アシスタント（TA）、本大学院の教務課職員、な
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らびに社内の制作部職員が組織的に担当している。 

 

２． カリキュラムを作る 

 

科目担当の教員は教務課職員のサポートを得ながら、教材

を纏め、講義を編成している。 

さらに、2013 年度の自己点検・評価において、本大学院の

固有の目的から導かれたディプロマ・ポリシーに基き、各科

目の目的や教育すべき内容を再整理した。これらに加え、カ

リキュラム委員会から科目担当教員に対しアドバイスする体

制を構築してゆくことを、2014 年 2月のカリキュラム検討委

員会で確認した。 

 

３． 授業を行う 

 

本学はオンライン教育機関であるため、講義はマルチメデ

ィア映像として収録している。講義制作に際しては、制作部

の職員が教員に対し、制作技術等の支援をする。講義は、

AirCampus®を通じて、オン・デマンド方式で学生に提供され

る。 

また、必要に応じて柔軟かつ機動的に講義の収録・修正等

を実施する為に、学内に２つの収録スタジオ、ハイビジョン

に対応した収録、編集機材等の必要なハードウェア・ソフト

ウェアを整備している。合せて、これらを適切に操作できる

技術陣を配備している。 

 

４． 学生の理解度に応じて個別指導する 

 

学生は各科目の開講期間中に講義を受け、講義内容や課題

に沿って AirCampus®上でディスカッションを進める。ディス

カッションを通じて学生が十分な学習を得られるよう、教員

と TAが協力して議論をファシリテートする。その間、教務課

スタッフが、学生ごとの受講進捗や発言状況のデータを２つ

の BI (Business Intelligence)ツールを活用して集計・分析

する。教員および TAは、提供されたデータに基き、学生ごと

の学習進捗に応じたきめ細やかな指導を提供している。TA
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は、本大学院の修了生を中心に、多様なバックグラウンド（年

齢、性別、職歴等）の人材で構成され、多様化する学生のサ

ポートニーズに応えている。 

 

５． 採点・評価する 

  

試験の実施と評価は、各科目の担当教員が、定められた工程に

基き実施する。その際、教務課職員が、学生ごとの発言回数、受

講進捗、テスト結果等のデータを集計し、教員に提供する。 

 

＜学務＞ 

６． 大学運営に参加する 

 

平成 24年度認証評価において、本専攻が不適合評価となっ

たことを受け、教員が自己点検・評価活動に関わり、大学運

営に参加する仕組みを実現すべく、重点的に改善に取り組ん

でいる。 

具体的には、大学運営にあたり、専任教員が各種委員会に

参加、運営する体制を、2013 年度に整備した。そして、自己

点検・評価委員会のほか 5 つの委員会（入学試験委員会、学

生支援委員会、カリキュラム検討委員会、FD委員会、SD委員

会）を開催し、大学院の各種体制、カリキュラム改善等に継

続的に取り組んでいる。また、教員による学生への履修指導、

履修相談への参画の質・量面からの強化も整備中である。加

えて、教員による各種セミナーでの講演や、学習支援への参

加も推進している。 

 

【本大学院が目指す研究活動】 

＜研究の支援と促進＞ 

 

本大学院は「世界中の研究者、経営者、実務家との交流を通じ

て、ビジネスのアイデアや発想、意見の交換を活性化することの

できる 21 世紀のグローバリズムに相応しい知的共通基盤（プラ

ットフォーム）としての機能をもち、世界水準の革新的な知の創

造の実現とその普及に努め、常に世界に開かれたプロフェッショ

ナル・スクールとして、世界社会に貢献することのできる職業
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人・起業家を養成すること」を目指している。 

この目的に鑑み、本専攻における研究は、現在のビジネス環境

を分析し、また今後のビジネスに対する示唆を得、それを教育に

反映させることを目的としている。 

ビジネス環境のグローバル化が進み、変化のスピードも格段に

増し、答えのない時代において、グローバルに活躍できる人材を

育てるためには、過去の事例のみならず、最新のビジネス環境、

トレンドを分析し、そこから得られる示唆を教育に反映すること

が求められる。その意味において、さらに、グローバルな視点か

らビジネスに影響を与える社会動向、個別業界及び企業の状況を

的確に捉え、本学の教育へ反映するという観点からも、本専攻の

実務家教員が実務を通じてリアルタイムで蓄積する知見が非常

に有用であると考えている。 

本研究科においての研究結果の特徴が最も顕著に表れるのが、

Real Time Online Case Study (RTOCS)である。本研究科におい

て行う最新の社会動向、ビジネス動向、個別の業界・企業分析等

の研究から得られた知見は、毎週制作される「経営戦略論」「新

資本論」及び「現代の経営戦略」の講義映像に反映されている。

個別企業に関する調査・研究においては、現状分析にとどまらず、

当該企業が直面する経営課題への判断や具体策についても調

査・研究がなされている。 

かかる研究成果は、講義映像の収録・更新という形で本大学院

の教育へ反映されるだけでなく、オンライン・ディスカッション

におけるディスカッション・トピックや、各科目の課題等を見直

す形でも反映されている。加えて、スクーリングを実施する科目

においては、スクーリング授業の内容に最新の研究内容が反映さ

れている。 

 

＜教育課程への反映＞ 

 

 以上に述べた研究活動は、本専攻における理論教育の充実につ

なげてゆく。なお、具体的な教育課程の編成については、【8 点

検・評価】において後述する。 

根拠資料 ＜根拠資料＞ 

・「大学協議会議事録 131216」【1-1】 

・「ビジネス・ブレークスルー大学教員選考規程」【1-2】 
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・「議事録 2013 年度 FD委員会 第 4回 20131206」【1-3】 

・「ビジネス・ブレークスルー大学 授業評価アンケート取扱内

規」【1-4】 

・「2013年度春期 学生による科目終了時アンケート結果につい

て 経営学研究科」【1-5】 

・「大学協議会議事録 140303」【1-6】 

・「カリキュラム検討委員会議事録 20131206」【1-7】 

・「ビジネス・ブレークスルー大学授業科目担当ガイドライン」

【1-8】 

・「GMBA Faculty Meeting 20130307 - Minutes」【1-9】 

・「GMBA Faculty Meeting 20140311 - Minutes」【1-10】 

・「2013年自己点検・評価委員会第 1回 20130731」【1-11】 

・「2013年度 2014 年度 FD活動 計画 20131206」【1-12】 

・「大学協議会議事録 140313」【1-13】 

・「ビジネス・ブレークスルー大学 個人研究費使用に関する規

程」【1-14】 

・「自己点検評価委員会議事録 20131213」【1-15】 

・「BBTUR投稿ガイドライン」【1-16】 

・「BBTUR創刊準備号」【1-17】 

・「カリキュラム検討委員会議事録 20140220」【1-18】 

・「2013年度 SD委員会 第 1回 20130809」【1-19】 

・「2013年度学生支援委員会第 1回 20130731」【1-20】 

・「議事録 2013 年度 FD委員会 第 2回 20130731」【1-21】 

・「議事録 20130909ビジネス・ブレークスルー大学・大学院入試

委員会」【1-22】 

・「2013年度 カリキュラム検討委員会 第 1回 20130731」【1-23】 
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【8 点検・評価】 

評価の視点 内容 

8-1 

自己点検・評価のた

めの仕組みおよび組

織体制を整備し、適

切な評価項目および

方法に基づいた自己

点検・評価を、組織

的、継続的な取組み

として実施している

か。 

 

 

8-3 

自己点検・評価およ

び第三者評価等の結

果を当該経営系専門

職大学院の教育研究

活動の改善・向上に

結び付けるための仕

組みを整備している

か。 

 

認証評価

時の状況 

自己点検・評価のため「ビジネス・ブレークスルー大学 自己点

検・評価規則」に基づき大学自己点検・評価委員会を設置し活動

している。本委員には専任教員、教務課職員、事務局職員から構

成されている。大学自己点検・評価委員会以外にＦＤ委員会、入

試委員会、学生支援委員会、カリキュラム検討委員会、ＳＤ委員

会の 5つの委員会にて、使命・目的および教育目標、教育の内容･

方法･成果、教員組織、学生の受け入れ、学生生活、教育研究環

境の整備、管理運営、点検･評価、情報公開･説明責任の 9分野の

自己点検・評価に関わることを行うようにしている。全体の取り

纏めは大学自己点検・評価委員会が行うこととしている。 

 

本大学の自己点検・評価委員会が取り纏めた『報告書』や、第三

者評価機関の答申により、改善点等の指摘を受けた事項について

は、自己点検・評価委員が当該担当者にその旨を伝える。報告を

受けた担当者は、教授会に改善案を提出する。改善案について、

教授会にて承認された場合、その改善案に基づき実施する。さら

に、実施後の効果について教授会で報告し、教育活動の改善・向

上に結び付いているかどうかを検討する。以上の取組みによって

自己点検・評価および第三者評価等の結果を教育活動の改善・向

上に結び付ける仕組みを整備している。 

 

提出資料  ビジネス・ブレークスルー大学院大学（専門職大学院）自己点

検・評価規則(資料 7－11) 

認証評価

結果 

【自己点検・評価】 

 貴研究科では、「ビジネス・ブレークスルー大学大学院(専門

職大学院)学則」第 2条において、教育研究水準の向上を図り、

目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況につ

いて、自ら点検・評価し、その結果を公表することを定めてい

る。そのため、同規定に則して、「ビジネス・ブレークスルー

大学自己点検・評価規則」を設け、自己点検・評価に関する規

則を定めている。自己点検・評価を実施する組織としては、同

規則に基づき、全学的な組織として「自己点検・評価委員会」を

設置している。貴専攻における自己点検・評価の実施に際しては、
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「FD委員会」、「入試委員会」、「学生支援委員会」、「カリキュラム

検討委員会」および「SD委員会」の 5つの委員会において、教

育の内容・方法・成果、教員組織、学生の受け入れ、学生生活、

教育研究環境の整備、管理運営、の 6分野の自己点検・評価を分

担し、使命・目的および教育目標、点検・評価、情報公開・説明

責任の 3分野に加え、全体的な取りまとめを「自己点検・評価委

員会」において行っているとしている。 

 しかし、貴専攻の自己点検・評価においては、点検・評価活

動の体制および実質的な取組みに関して、以下の 2点について問

題がある。 

 1点目は、貴専攻における点検・評価活動を担う体制が明文化

されていないことである。「ビジネス・ブレークスルー大学自

己点検・評価規則」第 2条第 2項において、「自己点検・評価委

員会は、次の委員をもって構成する。(1)学部長 1名、(2)学科か

ら選出の教員 2名、(3)学長指名委員 1名」と定められており、貴

専攻の教員は同委員会の構成員として明記されていない。この

ことから、貴専攻における自己点検・評価活動については、明

文化されておらず、適切な体制が整備されているとは判断でき

ない。また、今回提出された点検・評価報告書では、貴専攻にお

ける教育研究活動等の仕組み・体制について明確に記述されて

おらず、現状の説明に記述されている内容と根拠資料とが符合

しない箇所や数値的な情報や組織名称の齟齬が散見される。 

 2点目は、貴専攻において実質的な点検・評価活動がなされて

いないことである。「3 教員組織」において前述した貴専攻の教

員組織に関する問題は、2009(平成 21)年度に経営管理専攻が本

協会の経営系専門職大学院認証評価を受けた際の評価結果にお

いても指摘を行っており、同評価結果の「I認証評価結果」では、

「新しいメディアを使った通信制教育機関として教育研究水準

のさらなる向上を実現するよう、本協会における指摘事項を踏

まえた所要の改善措置を講ずることに配慮されたい。」と付記し

ており、それらの改善を求めている。 

 しかし、今回の評価においては、改善措置を講じた形跡は認

められず、当時となんら変更はなされていないため、実質的な

自己点検・評価が実施されているとは判断できない。したがっ

て、貴専攻においては、実質的な自己点検・評価が行われるよ

う、適切な体制を整備し、組織的かつ継続的な取組みとして実
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施することが求められる。なお、自己点検・評価の結果として『自

己点検・評価報告書』を作成することとしており、報告書の公

表については、貴大学図書室における閲覧および株式会社ビジ

ネス・ブレークスルーのホームページにおける公表となってい

るものの、貴専攻の情報を公開している貴大学院ホームページ

では公表を行っていない。自己点検・評価報告書は、貴専攻が

自らの取組みを点検するとともに評価し、今後の改善につな

げ、在学生、修了生、志願者等のステークホルダーに対する情

報公開の役割も果たすため、貴大学ホームページあるいは貴大

学院ホームページにおいて閲覧ができるよう、公表することが

期待される。 

 

【改善・向上のための仕組みの整備】  

 貴大学では、改善・向上のための仕組みとして、「自己点検・

評価委員会」を中心とした仕組みを設けているとしている。すな

わち、同委員会は第三者評価機関の答申を受け取り、指摘を受け

た事項について当該担当者に伝える。担当者は、1カ月以内に「自

己点検・評価委員会」に対して、指摘事項への改善案を提出す

る。その後、改善案について「自己点検・評価委員会」が確認

し、了承された場合には、その改善案に基づき実施する手順と

なっている。さらに、実施後の効果について教授会で報告し、教

育活動の改善・向上に結びついているか否かについて検討を行

う仕組みとなっている。 

 しかし、これらの手続については明文化されていないことに加

え、前述のように、2009(平成 21)年度に経営管理専攻が本協会の

経営系専門職大学院認証評価を受けた際の評価結果において指

摘された事項については、今回の評価において改善措置を講じ

た形跡が認められなかったことから、改善・向上のための仕組

みが機能しているとはいえない。貴専攻における点検・評価の体

制を適切に整備し、実質的な点検・評価活動を実施するととも

に、点検・評価の結果および第三者評価の結果を貴専攻の教育

研究活動の改善・向上に結びつける適切な仕組みを整備するこ

とが求められる。 
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＜勧告＞ 

1)貴専攻における点検・評価の体制について「ビジネス・ブレ

ークスルー大学自己点検・評価規則」に明記されていないこと、

また、2009(平成 21)年度に経営管理専攻が認証評価を受けた際の

指摘事項について、なんら改善措置がとられていないことを踏

まえ、貴専攻における点検・評価の体制が組織的に整備されて

いるとは判断できない。さらに、今回提出された点検・評価報告

書では明確に記述されていない箇所および数値データや組織名

称に齟齬が多く、実質的な点検・評価が実施されているとは判

断できない。これらの状況に鑑みて、貴専攻における点検・評

価の体制を適切に整備し、実質的な自己点検・評価に取り組む

ことが求められる。 

2)自己点検・評価および第三者評価等の結果を教育活動の改

善・向上に結びつける仕組みについて、明文化し、有効に機能

するような体制を整備することが求められる。また、そのために

も恒常的に自己点検・評価に取り組む体制を整備し、継続的かつ

実質的な自己点検・評価活動を実施することが必要である。 

改善状況 ＜基本的な認識＞ 

 

（以下、P８より掲載した内容と重複するものの、本学の改善活

動について、その背景、目的、具体的活動、そこに至る学内の思

考プロセス等について、全体的かつ網羅的にご理解頂く事が重要

と考え、再掲します） 

 

 自己点検・評価の実施に際しては、平成 24年度前半まで、「FD

委員会」、「入試委員会」、「学生支援委員会」、「カリキュ

ラム検討委員会」および「SD 委員会」の 5 つの委員会において、

教員組織・教育研究環境の整備、学生の受け入れ、学生生活、教

育の内容・方法・成果、管理運営の 5分野の自己点検・評価を分

担し、使命・目的および教育目標、点検・評価、情報公開・説明

責任の 3分野に加え、全体的な取りまとめを全学的な「自己点検・

評価委員会」において行ってきた。 

しかしながら、平成 24 年度認証評価において本専攻が不適合

評価となったことは、本専攻に限らず、大学全体にとって大きな

問題提起となり、根本的に自己点検・評価活動の仕組みを見直す

契機となった。 
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 そこで、これまでに受けた指摘事項を全て列挙し、確認を行っ

た。協議を重ねた結果、本学の自己点検・評価体制及びプロセス

は外部評価者にとって不明瞭であり、指摘事項について正面から

取り組んでいたとは必ずしも言えないという見解に至った。その

原因は、組織の在り方、教職員の経験不足、外部・経営環境にあ

ったのではないかという仮説を持っている。 

本学は経営の専門職大学院および大学として日本で初めての

オンライン教育機関であった為に、参考となる先行事例が極端に

少ない中、建学の精神に基づき、如何に質の高い教育を学生へ教

授するかという「学生への教育視点」を第一に大学を設計してき

た。従って、カリキュラム、ファカルティ、スタッフ、キャンパ

ス、学生支援等の仕組み構築と運営について、学生への教育視点

を第一に手探りで試行錯誤しなければならない環境にあったと

振り返る。 

また、教職員の大学運営に対する知見も少なかったため、組織

的に承認されたスケジュール、目的、ジョブ・ディスクリプショ

ンが存在しなかった。活動の質・量・進捗についても、業務の繁

忙期等によって大きなばらつきがあった。学生の満足を追求する

ために、全体最適や統一性が十分ではないままに、各部門が短期

間で PDCA サイクルを行おうとしていた。こうした複数の要素が

作用し、自己点検・評価を担当する主管部門、責任者がはっきり

せず、実行責任、結果責任の所在が曖昧であったと振り返る。 

このような背景認識のもと、今回の自己点検・評価活動及び第

三者評価については、大学全体の重要課題として、根本的な改善

活動をすべく取り組みを開始し、推し進めている。 

 

（以上、再掲終了） 

 

【自己点検・評価への取組み】 

１．点検・評価の体制 

＜組織体制の見直し＞ 

 

2013年 7月 1日より、学内にプロジェクトチーム（自己点検・

評価ワーキンググループ）を設置し、本学の組織体制の見直しに

着手した。 

本学の運営組織として、学長以下に設置した、学部教授会と研
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究科教授会、大学協議会の意思決定機関の機能を点検した。さら

にその下位機能として、各委員会（入学試験委員会、カリキュラ

ム委員会、学生支援委員会、FD 委員会、SD 委員会）を設置し、

各委員会の配下に学部・研究科の分科会を置く体制へ変更した。

学長
自己点検評価

委員会

大学協議会
：各種委員会
の審議統括

学部教授会 研究科教授会

入試
委員会

：入試企画・実施

カリキュラム
委員会

：教育課程編成

学生支援
委員会

：学生生活支援

ＦＤ
委員会

：授業改善

ＳＤ
委員会

：大学職員の職能開発

ハラスメント防止委員会

※各委員会の下に研究科分科会、学部分科会を置く。  

本学の規模を鑑み、学部・研究科間の情報共有と機動的な意思

決定と実行管理を実現する為に、このような体制とした。また、

各委員会に分科会（ワーキンググループ）を配置することにより、

より現場に近いレベルでの機動的改善ができる様に準備を進め

ている。 

さらに、機動的、継続的かつ組織的な改善を確実にするための

チェック機能、促進機能として、大学業務部を新設した。同部の

メンバーは、改善の進行過程を管理する専任スタッフと、学部・

研究科の学務との兼任スタッフによって構成される。彼らは、後

述する自己点検・評価委員会を含め、各委員会のワーキンググル

ープと協業し、個々の改善活動と大学全体の改善目的の一体性を

検証する。同時に、改善活動を学部・研究科の実務レベルへ落と

し込むことが主たる任務である。 

 

＜委員会規程の整備＞ 

 

 2013年 7月 16日に、大学協議会によって、自己点検・評価委

員会規則変更が承認された。この変更により、委員会の構成につ

いては委員会規則第 3条 2項において、「大学・大学院の教員の

うち、副学長の指名するもの」と定めた。その後、7月 31日に

2013年度第 1 回自己点検・評価委員会が開催され、委員の選出が

行われた。学部、研究科から教員をバランスよく配置するよう、

2013年度については、当グローバリゼーション専攻からはエリッ
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ク・フランシス教授、経営管理専攻からは櫻庭教授および安田助

教、経営学部グローバル経営学科からは新垣講師、ITソリューシ

ョン学科からは小林准教授および上野講師が構成員に決定した。 

 9月 9日に開催された 2013 年度第 2 回大学協議会では、各委員

会規則の変更と共に、大学院学則第 2条 2項の変更を承認決議し

た。この変更により、学則第 2条 2項は、「自己点検・評価等に

関する事項は、ビジネス・ブレークスルー大学自己点検・評価規

則に定める。」と記載している。 

 なお、自己点検・評価規則については、2014年度に再度変更を

予定しており、変更後は、規則第 3条 2項において、「学部・研

究科の各学科・専攻より教員を指名するもの」とし、各学科、専

攻が適切に代表されるように明文化する予定である。 

 

＜点検・評価の実施＞ 

 

 自己点検・評価委員会ワーキンググループでは、本専攻におけ

る指摘事項にとどまらず、経営管理専攻及び大学機関としての指

摘事項を全てリストアップした。 

 2013年 7月 1日からは、改善計画を策定し、実行するための会

議を毎週行ってきた。 

委員会では、今回の改善活動をより根本的なものとする為に、

今回、改めて本学の建学の精神および教育上の目的を再検証し

た。そして、本学が輩出を目指す「人物像」に求めるクオリティ

を「7 つのプロファイル」として整理した。このプロファイルに

基づき、輩出する修了生に求める人物像（ディプロマ・ポリシー）

及び入学時に求める資質（アドミッション・ポリシー）、そして

入学した学生をいかに求める人材像に近づけるかを述べた方針

（カリキュラム・ポリシー）を再整理した。 

このように、「目指す人材像」を具体化することで、「本学が提

供すべき教育」が明確化される。 

かかる教育に近づけるために、自己点検・評価委員会のもと、

「教育の質保証サイクル再構築プロジェクト」が発足し、進めら

れている。 

 

２．教育活動の改善・向上への取組み 

＜教育の質保証の仕組み＞ 
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点検評価の実施と同時に、組織的な質保証の仕組み化に着手し

た。 

まず、自己点検・評価委員会ワーキンググループでは、業務機

能のアウトプットの質を検証する仕組みから始めた。その為に、

組織の各レベル（授業、カリキュラム、プログラム、学部・学科

等）の主要業務に対して、業務目的とそれを測る為の KPIを設定

した。これら KPI動向を定点観測し、組織の各レベルの業務品質

の検証にフィードバックすると同時に、特定の KPIの改善が、よ

り上位概念となる KPIの改善に結びつく構成を目指している。即

ち、各部から大局へと流れる改善の仕組み化である。 

 

かかる KPI を高精度に効率的に取得、分析する為に、2 種類の
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BI(Business Intelligence)ツールの導入を決断した。具体的に

は、講義の視聴や成績管理等の分野へは、Power Pivot を適用し

た。また、学生の属性情報（入学年次、性別、年齢、学歴、職歴

等）、学習状況（受講の進捗、ディスカッションへの発言回数、

理解度テストの点数など）、履修科目等の多次元情報の解析には、

Qlik Viewを導入した。更に、BIツールが常に鮮度の高い、網羅

的で正確な生データを収集出来る様、BI ツール専用の DBサーバ

を導入し、正確なデータ提供を保証するインフラを整備した。 

近い将来には、これらのデータと BI ツールの活用ノウハウを

組織的に蓄積し、オンライン大学としての総合的な Enrollment 

Managementを整備したいと考えている。 

 現在、上述した「主要業務に対する目的の設定、それを図る為

の KPIの定義、KPIを定点観測する為の BIツールの活用」に着手

したところである。この取り組みが「継続的な教育の質の改善」

に直結する為には、今後も、設定した業務目的の適正、それを測

る指標としての KPIの適正、KPIを計算する為の生データの精度

や適正を精査しつづける予定である。 

また、かかる KPIの改善状況について、教授会、大学協議会、

各種委員会で共有し、組織としての意識改革を促し、また、全て

の KPIについて、その改善の責任所在が明確に組織図上に定義さ

れるべく、自己点検・評価委員会が主導する予定である。 

さらに、教育の質保証プロセスにおいては、当グローバリゼー

ション専攻が提携するオーストラリアのボンド大学大学院ビジ

ネススクールの質保証プロセスを参考にするなど、内外の事例を

踏まえた国際的視野を取り入れるよう配慮している。 

 以上の通り、本専攻の自己点検・評価体制、及び質保証サイク

ルの仕組み化については、日々前進している。今後も継続的に検

証を行い、改善を進める所存である。 

 

【改善状況】 

１．理論教育への取組み 

＜教育課程の編成＞ 

 

 理論教育の体制については、2013年 12月に開催されたカリキ

ュラム検討委員会において、教員配置ガイドラインを検討し、主

に理論を教える科目には、経営学修士号や博士号を持つ教員を中
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心に配置を進めた。 

 また、経営の基礎となる理論を教える科目（統計、経済、基礎

的数学等）を補強すべく、2014 年 2月に開催されたカリキュラム

検討委員会で検討を行い、2016 年度の開講に向けて準備を開始し

た。 

 更に、理論教育を充実するために、教員への研究活動費を確保

し紀要を発行する等、研究活動の体制整備にあたっている。 

 

 

 

＜教員組織の編成＞ 

 

 これまでの指摘事項を踏まえ、2013 年 12月に開催された大学

協議会において、今後、専任教員の職務である「教育・研究・学

務」のうち、「研究及び学務」を強化する為の教員補強の必要が

あることが議論され、研究者のバックグラウンドをもった補助教

員の採用を強化してゆく事が確認された。 

 引き続き、教員組織の年齢構成、専任・非常勤のバランスを考

慮した教員補強を検討してゆく。 

 また、12 月の同協議会では、ビジネス・ブレークスルー大学教

員選考規程の変更について承認決議した。 

 今後、教員募集にあたっては、教員選考規程、および選考規程
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別紙に定められた選考基準に則り、教育上の能力を含む観点から

考慮し、審査にあたってゆく。 

 

＜履修指導および学習相談＞ 

 

 【3 教員組織】の改善状況において、本大学院が目指す教育・

研究組織の機能について述べた。教員が担うべき学務について

は、今後は教員による学生への履修指導、履修相談への参画の

質・量の面からの強化も整備中である。 

 履修相談については、2013 年 12月に開催された学生支援委員

会において、学生からの「問合せフォーム」を作成することが確

認された。このフォームは、指導内容の事例蓄積を目的としてお

り、この活用により、指導方法・手段等に関する改善課題を定量

的に洗い出し、改善の PDCA サイクルにつなぐ事ができると考え

ている。 

 2014年 2 月に開催された同委員会では、教職員が一体となり、

履修・学習相談にあたれるよう、問合せ対応ガイドラインが承認

された。 

 また、受動的な対応だけでなく、学生に対して積極的な情報発

信と学習サポートを行えるよう、2014 年 3月の同委員会で「チア

リングガイドライン」を策定し、科目や担当者の違いによらず、

常に一定水準以上の学習支援を提供する体制を整備している。 
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	　以上に述べた研究活動は、本専攻における理論教育の充実につなげてゆく。なお、具体的な教育課程の編成については、【8 点検・評価】において後述する。

